
給食業務委託プロポーザルに関する質問書への回答

令和８年１月９日

社会福祉法人福島県社会福祉事業団「総合社会福祉施設太陽の国」給食業務プロポーザルに関

する質問がありましたので回答します。

質 問 回 答

実施要項

4.契約期間

「期間満了の3ヶ月前までに契約条件変更等

の申出がないときは、この契約は4回を限度と

して1年間更新」と記載がございますが、更新

時には年度毎の契約金額の見直し等について

協議可能であるという認識でよろしいでしょ

うか。

ご質問のとおり、更新時には年度毎の契約金

額の見直し等について協議可能であるという認

識でございます。

実施要項

6.契約方法

食材費につきまして、「月間実施食数に食材

費単価を乗じた金額」と記載がございますが

、昨今の物価変動への適正対応が難しい場合

がございます。つきましては、実費精算方式

へ変更いただくことは可能でしょうか。

昨今の物価変動への対応を考慮し、給食業務

委託仕様書１１（１）に記載のとおり、献立権

を受託者へ変更しました。そのため、原則、食

材費単価にて食事提供をお願いします。

ただし、給食業務委託仕様書１１（３）に記

載のとおり、委託者の都合により「給食業務委

託仕様書」に定める給食材料費を超えた場合、

その差額は委託者が負担することとしておりま

す。

実施要項

11.プレゼンテーション

プレゼンテーションにつきまして、参加人数

をご教示いただけますでしょうか。

プレゼンテーション参加人数の制限はありま

せん。



実施要項

14.審査結果通知

評価の点数につきまして、選考終了後公示い

ただくことは可能でしょうか。

評価結果の公示は、公平性の面から可能とし

ますが、特定の個人を識別できる情報、または

法人等の競争上の利益を害する恐れがある情報

等は非公開となる場合があります。

給食業務委託仕様書

5.配膳方法

運搬車による各施設への配送につきまして、

弊社配送員が休務の場合等、施設職員の皆さ

まに配送業務へご協力いただくことは可能で

しょうか。

配膳方法については、仕様書のとおり、受託

者が運搬車によって各施設へ配送することを原

則とします。受託者が何らかの事情により受託

業務の全部又は一部の遂行が困難な場合は、代

行保証の体系を整備することとなっています。

給食業務委託仕様書

11 献立及び食事の内容と材料

献立の栄養摂取基準につきまして、摂取目安

量、成分値許容範囲についてご教示いただけ

ますでしょうか。献立内容につきまして、サ

イクルメニューや品数等協議させていただく

ことは可能でしょうか。

献立の栄養摂取基準につきまして、摂取目安

量、成分値許容範囲について、別途資料を提出

いたします。

献立内容につきましては、献立権を受託者へ

変更したことから、サイクルメニューでの提供

や品数等協議は可能と考えております。

給食業務委託仕様書

11 献立及び食事の内容と材料(4)

選択食の頻度につきまして、「月4回程度」と

記載がありましたが、頻度を見直していただ

くことは可能でしょうか。

選択食の頻度につきましては、「月4回程度

」と記載しておりますが、頻度の見直しに関

しては、協議を踏まえて検討していきたいと

考えております。

給食業務委託仕様書

15 検食用給食の提供

検食につきまして、「20定食」と「16定食」

に集約いただくことは可能でしょうか。

給食業務委託仕様書１５に記載にあります

「福島県太陽の国クリニックには「24 定食」を

1食分」については誤りであり、すでに「20定

食」での取扱いとなっておりました。また、検

食食数等に関しましても誤りがあり、1日あたり

4食の提供でお願いいたします。



以上

給食業務委託仕様書

仕様内容につきまして、契約期間中において

も必要に応じて内容の協議や変更にご対応い

ただくことは可能でしょうか。

契約期間中において、必要に応じて内容の協

議等は可能です。

その他

現在実施している外注の調理業務につきまし

て、施設職員様でのご対応や外部へ発注いた

だくことは可能でしょうか

現段階においては、外注の調理業務は継続実

施いただきたいと考えております。

なお、実施にあたっては各施設の意向を踏ま

えながら、今後の協議事項として検討させてい

ただきたい。

施設の入所者は、常食以外の様々な調理・加

工を必要とする方々が多数入所されているた

め、給食業者様の出来る限りのご協力をお願い

いたします。

その他

本契約は受託者都合による途中解約条項を設

ける予定はありますでしょうか。

「契約の解除を相当とする事由」がなければ

これを認めないこととする方向で考えていま

す。




